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はじめに

　現在，ようやく我が国でも高齢者虐待に関する法律案と障害者虐待に関する法律案が議員立法という形で成立に向かって歩もうとしている1）。このうち我が国の高齢者虐待に関する問題を考えるにあたって参考となるのは，アメリカをはじめとする虐待対策の先進諸国の対策や2），我が国の高齢者虐待の現状の把握もあるが3），福祉の領域で高齢者虐待に先行する形でできた児童虐待対策とその改正の過程からの成果も無視できない。そこで本稿では，児童虐待対策とその改正の過程を再確認し，このこととの関係で高齢者虐待の問題を検討していく。

Ⅰ．児童虐待の定義の変遷と高齢者虐待の定義
1．児童虐待の定義の変遷

（1）諸外国の児童虐待の定義

　我が国で児童虐待が問題となる以前から，例えばイギリスでは，虐待を予防し，再発を予防するために児童虐待防止登録制度があり，そこでは①身体的虐待(physical injury)，②性的虐待（sexual abuse），③放置（neglect），④発達不良(failure to thrive)，⑤心理的虐待(emotional abuse)，⑥重大な懸念(grave concern)に分類されていた4）。また，カリフォルニア州法では，以下のように定義されている。①身体的虐待：他者によって子どもに与えられた意図的もしくは非偶発的な身体的損傷(Conidaris,M.G.et,1986)。この身体的虐待を，さらにいくつかのサブカテゴリーに分類して考えた方が，治療的な介入を行う上で有用であるとする報告もある。　②ネグレクト：その程度の違いによって重度なネグレクトと一般的なネグレクトに分けて定義している。そして，③心理的虐待，④性的虐待である。なお，カリフォルニア州法では，P.C.11166(REPORTING)が虐待通報義務制度等について定めている５）。
（2）我が国の児童虐待の定義

①全国児童相談所長会議事録（1989）での定義

　我が国では，全国児童相談所長会議事録（平成元年3月通巻47号）によると以下のように定義されている６）。①身体的暴行：親または親に代わる保護者による，何らかの外傷（あざ，骨折，頭部外傷，火傷等）の残る暴力，あるいは首を締める，逆さ吊りにする，異物を飲ませる等，生命に危険のある暴行。いずれもその暴行は反復的，継続的で，通常のしつけ，体罰の程度を越えているものをいう。②保護の怠慢ないし拒否：親または親に代わる保護者による，児童の健康と発達に必要な保護や衣食住の世話の不足，または欠如。結果として，栄養不良，心身の発育・発達障害，極端な不潔，放置による病気の発生等が見られたものをいう。③遺棄・置き去り。④性的暴行：親または親に代わる保護者による性的暴行，性的いたずら。⑤心理的虐待：親または親に代わる保護者からの絶えざる非難，拒否，無視，脅迫，他児との差別等の強い心理的な虐待。結果として，日常生活に支障を来す程の人格の歪み，情緒面（強い不安・怯え等）及び行動面（強い攻撃性・習癖異常等）の問題を生じているものをいう。⑥登校禁止：親または親に代わる保護者自身が強い被害意識等を有するため，児童は登校，登園が禁止され，家に閉じ込められているものをいう。

②児童虐待の防止等に関する法律（平成12年5月24日法律82）（平成16年4月14日改正法律153）
　児童虐待の防止等に関する法律（平成12年）では，「児童虐待」とは，保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいうとし，①児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，その他の保護者としての監護を著しく怠ること。④児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことの４つを規定した。また，平成16年改正では，③のネグレクトは，「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」とされ，④の心理的虐待は，「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」とされ，保護者以外の同居人が関与するものも含むことを中心に現状に即して改正された。

　以上のように，我が国と欧米とでは，定義に若干の相違がある。これは，欧米では，例えば元来施設内虐待(institutional abuse)のように，虐待を加えるものを親などの養育者に限っていない７）。また，我が国の児童虐待の防止等に関する法律（平成16年改正）は，先述のカリフォルニア州法にみられるような虐待通報義務制度を導入したことに特徴がある。

2．高齢者虐待の定義

これに対して，我が国の老人福祉法（1963年）には，高齢者虐待防止の根拠（例えば通報，通告義務の規定，守秘義務の免責規定など）となる規定がない。高齢者虐待への対処は，児童虐待や夫婦などの間のドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の防止が法制化された後も手付かずであったが，ようやく社会問題として採り上げられるようになった。
　そうした中，(財)医療経済研究・社会保険福祉協会(医療経済研究機構)は，厚生労働省から委託を受け，「家庭内における高齢者虐待に関する調査」を実施し平成16年4月20日に調査の概要を公表した。ここでは，虐待とは，①身体的虐待，②心理的虐待，③性的虐待，④経済的虐待，⑤介護・世話の放棄・放任とされ，児童虐待の4つの定義に，④の経済的虐待が付加されている。その他，田中（2004）は，虐待には三つの型があり，一つ目は，家庭に住む高齢者に対する虐待であり，二つ目は，施設入所者に対する虐待であり，三つ目は，高齢者が自分で自分をいじめる自虐タイプであると述べている8)。これは，前述の欧米の児童虐待と同様の考えともいえ，我が国の高齢者虐待の場合にも適用できるであろう。なお，平成17年3月23日に自民党の高齢者虐待議員連盟は「高齢者虐待の防止及び高齢者を擁護する者の支援に関する法案」の要綱をまとめ，自民公明両党でつくるプロジェクトチームでの調整を経て議員立法で今国会に提出される見通しである。その中では，児童虐待と類似の①外傷が生じる恐れのある暴力，②養護者による養護の著しい放棄，③心理的外傷を与える行為，④性的嫌がらせに，高齢者虐待独自の⑤養護者による財産の不当な処分，さらに⑥高齢者自身による自暴自棄的行為を加えたものとなっている。また，施設入所中の高齢者に対する虐待防止をも重視している。

Ⅱ．児童虐待と高齢者虐待の現状

1．虐待の件数

（1）児童虐待の件数

　我が国における児童救済事業は，古くは聖徳太子の難波四天王寺の悲田院での救済，江戸時代の捨て子や堕胎の禁止の発令，昭和4年の救護法の制定，昭和22年の戦災孤児の救済のために児童福祉法の制定等を経て，児童虐待の防止等に関する法律の成立に至っているが，近年，我が国で報告されている児童虐待数は以下のとおりである。9）　
表１　児童虐待相談件数　　　　　　　　　　　（　　）内は伸び率

	平成2年度
	平成7年度
	平成12年度
	平成14年度
	平成15年度

	1101件（100）　
	2722件（247）
	17725件（1610）
	23857件（2167）
	26569件（2413）


この表から分かるように平成2年度から平成15年度までの13年間で児童相談所に報告された児童虐待の件数は，24.13倍にもなっている。しかし，これは通報制度等の整備との関係があり，虐待件数が13年間で24倍以上になっている訳ではないように思われる。
このことを検証するために以下の分析を行った。児童相談に関する事例集が，昭和24年度から昭和43年度までは，「児童のケースワーク事例集」として，昭和44年度から「児童相談事例集」と名を変え，毎年，（旧）厚生省児童家庭局より発刊されている。その中から，虐待ケースとして残されているケースを取り出し，ケース記録の中でそれぞれのキーワードを抽出し，ケース記録の中で用いられている回数を集計した。ここでキーワードとは，1．イベント，2．人間関係，3．それへの感情，4．（親子間）の性格描写，５．人間関係の好き嫌い，6．その他，重要と思われる表現等で，単語短文で表した。事例は，昭和56年（第13集）児童相談事例集より６ケース，昭和62年（第19集）児童相談事例集より4ケース，昭和63年（第20集）児童相談事例集より3ケース，平成元年（第21集）児童相談事例集より16ケース，平成6年（第26集）児童相談事例集より12ケースの計41ケースである10)。すべての年度に虐待ケースをとりあげているわけではないが，親権喪失，多問題家族，性的な虐待といったキーワードはどの年代でも用いられており，虐待の問題の根深さを示唆していた11）。これらから，平成2年度から平成7年度の間でも，多くの児童虐待の暗数が含まれていることが推測され，比較的早期から虐待の問題が生じていたことが示唆された。

（2）高齢者虐待の件数

　高齢者虐待については様々な私的な調査がなされているが，公的なものとしては，厚生労働省の委託調査として(財)医療経済研究・社会保険福祉協会(医療経済研究機構)が2003年11月から2004年2月にかけて，全国の在宅サービス事業所等の関係機関1万6802ヶ所(機関調査)と全国の市町村3204ヶ所（自治体調査）を対象に行った「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（機関調査の有効回収率39.9％，自治体調査の有効回収率80.1％）がある12）（以下，高齢者虐待は原則としてこの調査の結果に基づく）。この調査では，回答のあった6698機関のうち虐待と考えられる行為の受けたケースがあった機関は2865機関（42.8％）で，過去1年間に虐待と考えられる行為を受けた高齢者の人数7781人に達しており，かなりの割合で高齢者虐待も発生していることが推測される。
2．虐待の内容

　児童虐待は，平成12年度には，身体的虐待（50.1％），保護の怠慢ないし拒否(35.6％)，性的虐待（4.3％），心理的虐待（10.0％），平成15年度には，身体的虐待（45.2％），保護の怠慢ないし拒否(38.2％)，性的虐待（3.3％），心理的虐待（13.3％）であり，同様の傾向である。
　他方，高齢者虐待は，心理的虐待（63.3％），介護・世話の放棄・放任（52.4％），身体的虐待（50.0％）となっており，児童虐待に比べて心理的虐待の割合が多いのが特徴である。
3．主たる虐待者
児童虐待の主たる虐待者の割合は，母が最も多く（実母61.1％，実母以外1.8％），次いで，父（実父23.7％，実父以外6.7％），その他（6.7％）となっている。これに対し，高齢者虐待の場合は，高齢者虐待の主たる虐待者の割合は，息子が3割，嫁が2割，配偶者が2割となっている。
　児童虐待に関して言えば，児童を実際に養育しているもの（あるいは傍にいる者）からの虐待が多い。また，実父以外の6.7％という数字も無視できず，平成16年改正の背景も理解できる。これに対して，高齢者虐待の場合，介護をしているであろう嫁，配偶者のみならず，必ずしも常時介護しているとは限らない息子からも3割も虐待を受けている。
Ⅲ．児童虐待防止法と高齢者虐待に関する法律案要綱の比較
　次に現行の児童虐待防止法と，現在一部のみであるが公表された「高齢者虐待の防止及び高齢者を擁護する者の支援に関する法案」の要綱の比較を試みた（なお高齢者虐待の表中の（注）には特徴的なことを記した）。
	　　　　　表2　児童虐待防止法と高齢者虐待に関する法律案要綱の比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
項目

児童虐待

高齢者虐待

根拠法

児童虐待の防止等に関する法律（平成12年5月24日，平成16年4月14日改正）

高齢者虐待の防止および高齢者を擁護する者の支援に関する法律案（仮称）(平成17年3月23日)13）
目的

児童虐待が，児童の人権侵害性，心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えること，将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことから，児童に対する虐待の禁止，予防，早期発見等の国・地方公共団体の責務，虐待を受けた児童の保護，自立の支援のための措置等を定めることにより，児童虐待の防止等に関する施策を促進する。（第1条）

不明
虐待の定義

保護者（親権者，未成年後見人等で，児童を現に監護するものをいう）がその監護する児童（18歳に満たない者をいう）に関する①児童の身体に外傷が生じるおそれのある暴行（身体的虐待），②性的虐待，③著しい減食又は長時間の放置，保護者以外の同居人による①③④と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること，④心理的虐待の4つを規定（第2条，：詳細はⅠ1参照）

65歳以上の，①外傷が生じる恐れのある暴力，②養護者による養護の著しい放棄，
③心理的外傷を与える行為，④性的嫌がらせ，⑤養護者による財産の不当な処分
⑥高齢者自身による自暴自棄的行為
（注）5と6が追加されている。また65歳以上に限定しており，認知症などとの関係で問題が生じる可能性がある14）。
国及び地方公共団体の責務等

1　国及び地方公共団体は，虐待の予防・早期発見・迅速適切な被虐待児の保護，自立の支援，虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の被虐待児が良好な家庭的環境で生活するための配慮をした指導及び支援を行うため，関係省庁間や機関，民間団体の間の連携の強化，民間団体の支援その他虐待の防止等のために必要な体制の整備に努める。
２　児童相談者等関係機関の職員，学校教職員，児童福祉施設の職員，医師，保健師，弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者が虐待の早期に発見・虐待の防止に寄与することができるよう，研修等必要な措置を講ずる。
３　被虐待児の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保，資質の向上を図るための研修等を実施する。
４　児童の人権，児童虐待が児童に及ぼす影響，通告義務等についての広報や啓発活動を行う。
５　児童虐待の予防・早期発見のための方策，被虐待児のケア，虐待を行った保護者の指導支援，学校の教職員，児童福祉施設職員が虐待防止に果たすべき役割その他虐待の防止等のために必要な事項の調査研究及び検証。
６　良好な家庭的環境・近隣社会の連帯の必要性への留意。（第4条）

市町村は，虐待を受けた高齢者を保護する。
（注）
虐待の予防等は，児童虐待の場合は，平成16年改正で国・地方公共団体に段階的に責務を規定したのに対し，高齢者虐待の場合は，高齢者福祉分野の権限の所在との関係からか，現在ではまず市町村が想定されている。なお，2から6に該当する部分は，法案化の段階である程度具体化してくるように思われる。
虐待の早期発見等

1　学校，児童福祉施設，病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員，児童福祉施設の職員，医師，保健師，弁護士その他児童の福祉に職務上関係あるものは，児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，児童虐待の早期発見に努めなければならない。
２　前述の者の，虐待予防防止，被虐待児童の保護，自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策へ協力。
３　学校及び児童福祉施設の，児童及び保護者に対して，児童虐待の防止のため教育又は啓発。（第5条）

①医療・保健・介護・福祉の従事者は，早期発見の努力義務を負う。②施設による虐待防止のため，職員の研修，苦情処理体制を整備する。
（注）高齢者の場合は，社会福祉法の制定等の影響もあり，施設内の虐待を念頭に苦情処理体制の整備をうたっている。他の部分は，高齢者虐待でも随時具体化してくる可能性がある。
虐待に係る通告

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の，速やかな市町村・都道府県の設置する福祉事務所，児童相談所や児童委員を介して市町村・都道府県の設置する福祉事務所，児童相談所への通告義務。
２　上述の通告を，児童福祉法25条の規定による通告とみなし，同法の規定を適用すること。
３　刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する規定は，上の通告の場合は適用されないこと。（第6条）

①虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合，市町村への通報努力義務を負う。②虐待により，生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合，市町村への通報努力義務を負う。③虐待を発見した施設職員は，都道府県への通報義務を負う。

（注）児童虐待の16年改正にあわせて「受けたと思われる」と広く規定しているが，児童虐待と異なり，通報努力義務と通報義務という二段階の構成をとっている。守秘義務は未定である。
秘密保持

市長村，都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が通告を受けた場合の関係者の，その職務上知り得た事項で当該通告をした者を特定させるものの漏洩の禁止（第7条）

不明
（注）高齢者の場合も同様の規定の可能性があるように思われる。

通告又は送致を受けた場合の措置

1　市町村・都道府県の福祉事務所が通告を受けた場合，市町村長・福祉事務所長は，関係者の協力を得つつ，当該児童との面会等によりその児童の安全確認と，必要に応じ児童福祉法による児童相談所への送致すること。
２　送致を受けたとき，所長は，関係者の協力，面会等により児童の安全確認を行い，必要に応じ一時保護を行う。
３　これらを速やかに行うよう努めること。（第8条）

不明
（注）類似の規定はできる可能性があるが，問題解決の中核となる児童相談所に該当する機関の不存在自体が問題となろう。

立ち入り調査等

1　都道府県知事は，虐待が行われているおそれがあると認めるときは，児童福祉に関する事務に従事する職員に，児童の住所等に立ち入り，必要な調査・質問をさせることができる。
２　職員の立ち入り・調査・質問の際，妨害や虚偽の答弁をした場合は児童福祉法第62条第4号の罰金に処する。（第9条）

市町村は，生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合，住居への立入調査ができる。
（注）
ほぼ同じ内容である。ただし，高齢者は，
「生命や身体に重大な危険が生じている
場合」に限定している。
被虐待者に対する支援

１　市町村は，保育所入所の児童を選考する際，虐待防止や特別の支援を要する家庭の福祉に配慮する。
２　国及び地方公共団体は，教育の内容及び方法の改善や充実を図る等必要な施策を講じる。
３　国及び地方公共団体は，児童虐待を受けた者の自立支援のための施策を講じなければならない。（第13条の2）

不明
（注）高齢者の場合は，施設入所等の措置の可能性がある。

虐待者の権利の喪失

民法に規定する親権の喪失は，児童虐待防止，被虐待児の保護の観点からも，適切に運用されなければならない。（第15条）

不明（注）高齢者の場合親権は問題とならないが，民法892条「遺留分を有する推定相続人が，被相続人に虐待をし，若しくは重大な侮辱を加えたとき」など推定相続人の廃除などの問題が生じる。


	（注）その他，児童虐待防止法では，10条で警察署長に対する援助要請等を，11条で虐待を行った保護者に対する指導を，12条で面会又は通信の制限等を，13条で施設入所等の措置を解除しようとするときの児童福祉司等の意見の聴取を，14条で虐待者の権利（しつけ）に関する配慮を規定している。
まとめ

	　我が国では，カリフォルニア州法等の影響を受け，通告義務等が導入された「児童虐待の防止等に関する法律」が成立し，それをさらに平成16年改正法では強化している。こうした先行する児童虐待に関する対策を教訓に，「高齢者虐待の防止及び高齢者を擁護する者の支援に関する法案」（仮称）がまとめられようとしている。ただし，高齢者虐待に関する対策は，進歩してきているとはいえ，児童虐待に比べるとやや抑制的なように思われる。それは，児童虐待のように試行錯誤された期間が短いこともあるが，長年培われてきた複雑な家庭に法が介入することへの躊躇もうかがわれる。ただし，児童も高齢者もともに基本的人権の享有を妨げられない国民（憲法10条）であり，個人として尊重されなければならない（憲法13条前段）という憲法の基本原理に戻るならば，若干の特殊性を加味するにしても，基本的なスタンスは同様でなければならない。なお，今後，「障害者虐待防止法案（仮称）」を策定する検討もなされている。児童，高齢者，障害者（知的・身体・精神のすべてを含む）虐待の定義を行い，施設・家庭内双方に活用でき，通報義務を盛り込み，さらには，意思疎通が困難な知的障害者，認知症の高齢者，医療の必要な精神障害者の異なった状況にも配慮した虐待防止法を作成することは重要な課題である。なお，そのためには，児童相談所に該当する権限と人員を有した専門的な中核機関の設置の有無が最大の課題となろう。
注）
1）山陽新聞2005年3月24日付では，同月23日に自民党の高齢者虐待議員連盟は「高齢者虐待の防止及び高齢者を擁護する者の支援に関する法案」の要綱をまとめ，自民公明両党でつくるプロジェクトチームでの調整を経て議員立法で今国会に提出される見通しと報じており，同2005年4月7日付では，自民党は同月6日，「障害者虐待防止法案（仮称）」を策定するため党内の障害者特別委　員会で検討を始めたと報じた。

2）例えば，前田（2003）は，現在のアメリカの高齢者虐待対策は社会保障法タイトル20社会サービス一括補助金プログラムに基づく州法で定められている成人保護サービスと，連邦法アメリカ 高齢者法に定められている高齢者虐待，放任，搾取防止プログラムの二重構造と課題を紹介している。前田美也子：アメリカにおける高齢者虐待防止制度－その二重構造と課題－．社会保障法，18：47-60（2003）．

3）介護保険制度の見直しに向けて　社会保障審議会介護保険部会報告・介護保険4年間の検証資料,129－133,中央法規出版，東京（2004）．

4）資生堂社会福祉事業財団，世界の児童と母性－海外福祉情報－．東京（1993）．

5）西澤哲：子どもの虐待－子どもと家族への治療的アプローチ．誠信書房，東京（1994）
6）前掲書4）全国児童相談所長会議事録（平成元年3月通巻47号）

7）橋本彩子：児童虐待の予防・早期発見・治療に向けて～民間援助団体の活動をふまえて～．日本女子大学修士論文，37（1996）．

8) 田中荘司：日本介護福祉学会北海道地区公開講座報告基調講演．学会通信，No.24：5（2005）
9）以下の児童虐待の現状は，厚生労働省「児童相談所における児童虐待相談処理件数報告」平成15年度に基づいている。
10）厚生省児童家庭局監修：昭和56年（第13集）　昭和62年（第19集）　昭和63年（第20集）平成元年（第21集）平成6年（第26集）児童相談事例集．東京（1981　1987　1988　1989　1994）
11）前掲書7）．110-119

12) 前掲書3)

13）http://blog.melma.com/00096386/20050218 - 15k - 2005年3月12日（/2005/03/31）を参照
14）前掲書8)田中は，日本介護福祉学会北海道地区公開講座基調講演（2004/11/13）で「例えば，高齢者虐待を「65歳以上の高齢者を養護している人に虐待行為」とすると，40代以上でアルツハイマー病を発症した人が切り捨てられる。被虐待者には介護保険制度で自立と判定された人もいる。介護が必要な人だけを対象とするわけにもいかない。」と述べている。
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